
� �
○ 三重県職員互助会設置規則の一部を改正する規則 (給 与 福 利 室) �
○ 電子計算組織による給与等の支出事務に関する規則の一部を改正する規則 ( 同 ) �
○ 国際交流活動を行う外国青年の勤務条件等に関する規則の一部を改正する規則 (国 際 室) �
○ 生活保護法施行細則の一部を改正する規則 (生 活 保 障 室) �
○ 三重県指定金融機関等事務取扱規則 (出 納 局) �� �
○ 三重県生産動態統計調査実施要綱の一部改正 (統 計 室) ��
○ 有害な興行の指定 (青少年・私学室) ��
○ 結核予防法の規定による医療機関の指定 (健康危機管理室) ��
○ 結核予防法の規定による医療機関からの指定の辞退 ( 同 ) ��
○ 廃物として認定することが困難な放置自動車の処分 (ごみゼロ推進室) ��
○ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の規定による特定鳥獣の捕獲等の禁止及

び捕獲等の数の制限の一部解除 (自 然 環 境 室) ��
○ 公有水面竣功認可及びその関係書類の閲覧 (水 産 基 盤 室) ��
○ 大規模小売店舗立地法の規定による県の意見の概要 (観光・交流室) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 海岸保全区域指定の一部を改正する告示 (港湾・海岸室) ��
○ 港湾施設の概要の一部改正 ( 同 ) ��
○ 都市計画事業の事業計画の変更認可 (下 水 道 室) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 証紙の販売人の名称を変更する旨の届出 (出 納 局) ��
○ 証紙の販売所の所在地を変更する旨の届出 ( 同 ) ��
○ 証紙の販売所の所在地を変更した旨の届出 ( 同 ) ��
○ 証紙の販売所を廃止した旨の届出 ( 同 ) ��
○ 三重県指定代理金融機関及び事務の範囲の指定の一部改正 ( 同 ) ��
○ 三重県収納代理金融機関の一部改正 ( 同 ) ��������
○ 監査結果の公表 (監 査 委 員) ��� �
○ 特定非営利活動法人の設立の認証を行った旨 (Ｎ Ｐ Ｏ 室) ��
○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証申請があった旨及びその関係書類の縦覧 ( 同 ) ��
○ 特定非営利活動法人の定款の変更の認証を行った旨 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 第��次鳥獣保護事業計画の樹立 (自 然 環 境 室) ��
○ 特定鳥獣保護管理計画 (ニホンジカ) の策定 ( 同 ) ��
○ 土地改良区役員の就任の届出 (農 地 調 整 室) ��
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○ 土地改良区役員の退任の届出 (農 地 調 整 室) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 土地改良区役員の退任及び就任の届出 (農 地 調 整 室) ��
○ 土地改良区清算人の退任の届出 ( 同 ) ��
○ 基本測量が終了した旨の通知 (公 共 用 地 室) ��
○ 環境影響評価方法書を作成した旨及びその縦覧 (道 路 整 備 室) ��
○ 都市計画の図書の写しの縦覧 (都 市 政 策 室) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��
○ 同件 ( 同 ) ��������
○ 落札者を決定した旨 (健康福祉企画室) ��
○ 同件 (出 納 局) ��� �
○ 平成��年�月��日付け三重県公報第����号 (森 林 振 興 室) ��
○ 平成��年�月�日付け三重県公報第����号 ( 同 ) ��
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平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)

� �
三 重 県 職 員 互 助 会 設 置 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������

三 重 県 職 員 互 助 会 設 置 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

第 一 条 三 重 県 職 員 互 助 会 設 置 規 則 ( 昭 和 三 十 一 年 三 重 県 規 則 第 三 十 号 の 一 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 中 ｢ 三 重 県 職 員 の 共 済 制 度 に 関 す る 条 例 ｣ を ｢ 三 重 県 職 員 等 の 共 済 制 度 に 関 す る 条 例 ｣ に 、 ｢ 基 き ｣

を ｢ 基 づ き ｣ に 改 め る 。

第 二 条 第 二 項 中 ｢ お よ び ｣ を ｢ 、 副 知 事 及 び 出 納 長 ｣ に 、 ｢ な ら び に ｣ を ｢ 並 び に ｣ に 、 ｢ 漁 業 調 整 委 員 会 ｣

を ｢ 海 区 漁 業 調 整 委 員 会 、 企 業 庁 、 病 院 事 業 庁 ｣ に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 ｢ 但 し ｣ を ｢ た だ し ｣ に 改 め 、 同 条

第 三 項 中 ｢ 職 員 は ｣ を ｢ 職 員 は 、｣ に 改 め る 。

第 三 条 第 一 項 中 ｢ お よ び ｣ を ｢ 及 び ｣ に 改 め 、 同 条 第 二 項 第 一 号 中 ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に 改 め 、 同 項 第 三

号 中 ｢ あ つ
ヽ ヽ

旋 ｣ を ｢ あ つ せ ん ｣ に 改 め る 。

第 四 条 第 二 項 中 ｢ 規 約 に は ｣ を ｢ 規 約 に は 、｣ に 改 め 、 同 項 第 四 号 中 ｢ お よ び ｣ を ｢ 及 び ｣ に 改 め る 。

第 五 条 及 び 第 六 条 中 ｢ お よ び ｣ を ｢ 及 び ｣ に 改 め る 。

第 二 条 三 重 県 職 員 互 助 会 設 置 規 則 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 二 項 中 ｢ 、 副 知 事 及 び 出 納 長 ｣ を ｢ 及 び 副 知 事 ｣ に 、 ｢ ま た は 国 の 職 員 に し て 知 事 の 直 接 監 督 す る

事 務 部 局 に 常 時 勤 務 す る 職 員 中 ｣ を ｢ 及 び 教 育 機 関 の 職 員 と し て ｣ に 改 め 、 同 項 た だ し 書 中 ｢ 事 務 局 職 員 ｣ を

｢ の 事 務 部 局 及 び 教 育 機 関 の 職 員 ｣ に 改 め る 。

附 則� こ の 規 則 中 第 一 条 の 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 二 条 の 規 定 は 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。� 第 二 条 の 規 定 の 施 行 の 際 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 八 年 法 律 第 五 十 三 号 ) 附 則 第 三 条 第 一 項

の 規 定 に よ り 在 職 す る 出 納 長 の 任 期 中 に 限 り 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 三 重 県 職 員 互 助 会 設 置 規 則 ( 以 下

こ の 項 に お い て ｢ 旧 規 則 ｣ と い う 。) 第 二 条 第 二 項 の 規 定 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

こ の 場 合 に お い て 、 旧 規 則 第 二 条 第 二 項 中 ｢ ま た は 国 の 職 員 に し て 知 事 の 直 接 監 督 す る 事 務 部 局 に 常 時 勤 務 す

る 職 員 中 ｣ と あ る の は ｢ 及 び 教 育 機 関 の 職 員 と し て ｣ と し 、 同 項 た だ し 書 中 ｢ 事 務 局 職 員 ｣ と あ る の は ｢ の 事

務 部 局 及 び 教 育 機 関 の 職 員 ｣ と す る 。



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)
電 子 計 算 組 織 に よ る 給 与 等 の 支 出 事 務 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������
電 子 計 算 組 織 に よ る 給 与 等 の 支 出 事 務 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

電 子 計 算 組 織 に よ る 給 与 等 の 支 出 事 務 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 四 十 三 年 三 重 県 規 則 第 十 八 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に

改 正 す る 。

第 四 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

第 八 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

第�号様式 (第�条関係)

第�号様式 (第�条関係)



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)
第 十 三 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

附 則� こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。� 改 正 前 の 第 四 号 様 式 、 第 八 号 様 式 及 び 第 十 三 号 様 式 の 規 定 に 基 づ き 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、 必 要

な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

国 際 交 流 活 動 を 行 う 外 国 青 年 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������

国 際 交 流 活 動 を 行 う 外 国 青 年 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

国 際 交 流 活 動 を 行 う 外 国 青 年 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 二 年 三 重 県 規 則 第 三 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

第 四 条 第 三 項 の 表 中

第 八 条 第 一 項 中 第 九 号 を 第 十 号 と し 、 第 八 号 の 次 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

九 小 学 校 就 学 の 始 期 に 達 す る ま で の 子 ( 配 偶 者 の 子 を 含 む 。) を 養 育 す る 参 加 者 が 、 そ の 子 の 看 護 を す る た

め 勤 務 し な い こ と が 相 当 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 五 日 の 範 囲 内 の 期 間

第 八 条 第 二 項 中 ｢ 第 九 号 ｣ を ｢ 第 十 号 ｣ に 、 ｢ 第 八 号 ｣ を ｢ 第 九 号 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

第��号様式 (第�条関係)
           

｢

｣

午 後 零 時 十 五 分 か ら

午 後 一 時 ま で

休 憩 時 間 の 割 振 り

午 後 零 時 か ら 午 後 零

時 十 五 分 ま で 及 び 午

後 五 時 か ら 午 後 五 時

十 五 分 ま で

休 息 時 間 の 割 振 り

を

｢

｣

午 後 零 時 十 五 分 か ら

午 後 一 時 ま で

休 憩 時 間 の 割 振 り

に 改 め る 。



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)����������
生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

生 活 保 護 法 施 行 細 則 ( 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 四 十 六 号 ) の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 号 様 式 中 ｢結核予防法第��条｣ を ｢感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第��条の � ｣
に 改 め る 。

第 十 一 号 様 式 か ら 第 十 五 号 様 式 ま で の 規 定 中 ｢福祉事務所長 様｣ を ｢福祉事務所長 あて｣ に 改 め る 。

第 十 六 号 様 式 中 ｢福祉事務所長様｣ を ｢福祉事務所長 あて｣ に 改 め る 。

第 十 七 号 様 式 、 第 二 十 四 号 様 式 、 第 二 十 五 号 様 式 及 び 第 二 十 七 号 様 式 中 ｢福祉事務所長 様｣ を ｢福祉事務所

長 あて｣ に 改 め る 。

第 三 十 一 号 様 式 か ら 第 三 十 四 号 様 式 ま で 及 び 第 三 十 六 号 様 式 か ら 第 三 十 八 号 様 式 ま で の 規 定 中 ｢三重県知事

様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

第 三 十 九 号 様 式 中 ｢福祉事務所長 様｣ を ｢福祉事務所長 あて｣ に 改 め る 。

第 四 十 号 様 式 中 ｢三重県知事 様｣ を ｢三重県知事 あて｣ に 改 め る 。

附 則� こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 一 号 様 式 か ら 第 十 五 号 様 式 ま で 、 第 十 六 号 様

式 、 第 十 七 号 様 式 、 第 二 十 四 号 様 式 、 第 二 十 五 号 様 式 、 第 二 十 七 号 様 式 、 第 三 十 一 号 様 式 か ら 第 三 十 四 号 様 式

ま で 、 第 三 十 六 号 様 式 か ら 第 三 十 八 号 様 式 ま で 、 第 三 十 九 号 様 式 及 び 第 四 十 号 様 式 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か

ら 施 行 す る 。� こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 に 規 定 す る 様 式 に よ り 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 当 分 の 間 、

必 要 な 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

三 重 県 指 定 金 融 機 関 等 事 務 取 扱 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 七 日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������

三 重 県 指 定 金 融 機 関 等 事 務 取 扱 規 則

目 次
第 一 章 総 則 ( 第 一 条 ― 第 九 条 )

第 二 章 収 納 ( 第 十 条 ― 第 二 十 条 )

第 三 章 支 払 ( 第 二 十 一 条 ― 第 三 十 五 条 )

第 四 章 公 金 の 管 理 保 管 ( 第 三 十 六 条 ― 第 四 十 二 条 )

第 五 章 帳 簿 及 び 事 務 報 告 ( 第 四 十 三 条 ― 第 四 十 七 条 )

第 六 章 雑 則 ( 第 四 十 八 条 ・ 第 四 十 九 条 )

附 則
第 一 章 総 則

( 趣 旨 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 指 定 金 融 機 関 、 指 定 代 理 金 融 機 関 及 び 収 納 代 理 金 融 機 関 に お け る 三 重 県 の 公 金 ( 以 下 ｢ 公

金 ｣ と い う 。) の 事 務 取 扱 い に 関 し 、 別 に 定 め が あ る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

( 定 義 )

第 二 条 こ の 規 則 で 使 用 す る 用 語 は 、 三 重 県 会 計 規 則 ( 平 成 十 八 年 三 重 県 規 則 第 六 十 九 号 。 以 下 ｢ 会 計 規 則 ｣ と

い う 。) で 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。� こ の 規 則 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

一 取 扱 店 指 定 代 理 金 融 機 関 の す べ て の 店 舗 及 び 収 納 代 理 金 融 機 関 の 店 舗 の う ち 公 金 の 収 納 又 は 受 入 れ ( 以

下 ｢ 収 納 ｣ と い う 。) の 事 務 を 取 り 扱 う も の を い う 。

二 出 納 取 扱 店 指 定 金 融 機 関 の す べ て の 店 舗 を い う 。

三 主 管 出 納 取 扱 店 前 号 の 店 舗 の う ち 公 金 の 支 払 又 は 払 出 し ( 以 下 ｢ 支 払 ｣ と い う 。) の 事 務 を 取 り 扱 う も

の を い う 。

四 代 表 店 同 一 金 融 機 関 の 取 扱 店 に お い て 収 納 し た 公 金 を 取 り ま と め 、 取 り ま と め 店 に 払 い 込 む 店 舗 と し て

指 定 金 融 機 関 が 指 定 し た も の を い う 。 た だ し 、 三 重 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 及 び 農 業 協 同 組 合 ( 以 下 ｢ 農

業 協 同 組 合 等 ｣ と い う 。) の 店 舗 に あ っ て は 、 三 重 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 を そ の 代 表 店 と す る 。
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五 取 り ま と め 店 指 定 金 融 機 関 の 店 舗 の う ち 代 表 店 か ら 公 金 の 払 込 み を 受 け る 店 舗 と し て 指 定 金 融 機 関 が 指

定 し た も の を い う 。

六 総 括 出 納 取 扱 店 指 定 金 融 機 関 の 店 舗 の う ち 指 定 金 融 機 関 等 に お い て 取 り 扱 う 公 金 の 収 納 及 び 支 払 に 関 す

る 事 務 の 総 括 を 行 う も の を い う 。

七 業 務 取 扱 店 第 一 号 か ら 前 号 ま で の 店 舗 を い う 。

八 マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク 日 本 マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク 運 営 機 構 が 運 営 す る マ ル チ ペ イ メ ン

ト ネ ッ ト ワ ー ク の 収 納 サ ー ビ ス を い う 。

九 コ ン ビ ニ 収 納 地 方 自 治 法 施 行 令 ( 昭 和 二 十 二 年 政 令 第 十 六 号 。 以 下 ｢ 令 ｣ と い う 。) 第 百 五 十 八 条 第 一

項 及 び 第 百 五 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 委 託 を 受 け た 者 が コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア ( 日 本 標 準 産 業 分 類

に 掲 げ る 細 分 類 五 七 九 一 コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア ( 飲 食 料 品 を 中 心 と す る も の に 限 る 。) に 属 す る 事 業 所 を い

う 。) か ら の 収 納 を 取 り ま と め る サ ー ビ ス を い う 。

( 指 定 金 融 機 関 等 へ の 通 知 )

第 三 条 知 事 は 、 令 第 百 六 十 八 条 の 規 定 に よ り 指 定 金 融 機 関 及 び 指 定 代 理 金 融 機 関 を 指 定 し 、 又 は 指 定 内 容 を 変

更 し た と き は 、 そ の 旨 を 当 該 金 融 機 関 へ 通 知 し な け れ ば な ら な い 。� 収 納 代 理 金 融 機 関 の 店 舗 に つ い て は 、 前 項 に 準 じ る 。

( 取 扱 事 務 の 範 囲 )

第 四 条 指 定 金 融 機 関 は 、 公 金 の 収 納 の 事 務 及 び 支 払 の 事 務 を 取 り 扱 う 。� 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 指 定 金 融 機 関 の 取 り 扱 う 収 納 の 事 務 及 び 三 重 県 農 業 改 良 資 金 貸 付 規 則 ( 平 成 十 四 年 三

重 県 規 則 第 五 十 号 の 二 ) に 規 定 す る 農 業 改 良 資 金 に 係 る 支 払 の 事 務 を 取 り 扱 う 。� 収 納 代 理 金 融 機 関 は 、 指 定 金 融 機 関 の 取 り 扱 う 収 納 の 事 務 を 取 り 扱 う 。 た だ し 、 日 本 郵 政 公 社 に つ い て は 、

マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク を 利 用 し た も の に 限 り 取 り 扱 う 。

( 業 務 取 扱 店 の 申 請 又 は 届 出 )

第 五 条 指 定 金 融 機 関 等 が 業 務 取 扱 店 の 新 設 、 廃 止 、 名 称 の 変 更 又 は 所 在 地 の 変 更 を す る と き は 、 指 定 金 融 機 関

に あ っ て は 知 事 に 、 指 定 代 理 金 融 機 関 又 は 収 納 代 理 金 融 機 関 に あ っ て は 知 事 及 び 指 定 金 融 機 関 に 、 当 該 新 設 等

を 予 定 す る 日 の 三 十 日 前 ま で に 指 定 金 融 機 関 等 業 務 取 扱 店 申 請 ・ 届 出 書 ( 第 一 号 様 式 ) に よ り 申 請 又 は 届 出 を

し な け れ ば な ら な い 。� 知 事 は 、 前 項 の 申 請 を 受 理 し た と き は 、 速 や か に 内 容 を 審 査 し 、 そ の 結 果 に つ い て 申 請 者 に 通 知 し な け れ ば

な ら な い 。

( 業 務 取 扱 店 表 示 )

第 六 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 業 務 取 扱 店 の 店 頭 に 、 指 定 金 融 機 関 に あ っ て は 三 重 県 指 定 金 融 機 関 で あ る 旨 を 、 指

定 代 理 金 融 機 関 に あ っ て は 三 重 県 指 定 代 理 金 融 機 関 で あ る 旨 を 、 収 納 代 理 金 融 機 関 に あ っ て は 三 重 県 収 納 代 理

金 融 機 関 で あ る 旨 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 業 務 取 扱 店 の 立 地 及 び 利 用 者 の 状 況 等 に 応 じ て 店 頭 表

示 を 省 略 す る こ と が で き る 。

( 営 業 日 時 )

第 七 条 指 定 金 融 機 関 等 の 公 金 事 務 取 扱 日 は 、 当 該 金 融 機 関 に お け る 公 金 を 取 り 扱 う 営 業 日 ( 以 下 ｢ 営 業 日 ｣ と

い う 。) と す る 。� 指 定 金 融 機 関 等 に お け る 公 金 事 務 取 扱 時 間 は 、 当 該 金 融 機 関 の 営 業 日 に お け る 営 業 時 間 内 と す る 。 た だ し 、

会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 か ら 要 求 が あ っ た と き は 、 営 業 時 間 を 超 え た 場 合 に お い て も そ の 事 務 の 取 扱 い を し な け

れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 等 の 都 合 に よ り 業 務 取 扱 店 を 臨 時 休 業 し よ う と す る と き は 、 指 定 金 融 機 関 に あ っ て は 会 計 管 理

者 に 、 指 定 代 理 金 融 機 関 及 び 収 納 代 理 金 融 機 関 に あ っ て は 会 計 管 理 者 及 び 指 定 金 融 機 関 に 、 休 業 を 予 定 す る 日

の 三 十 日 前 ま で に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。

( 印 鑑 届 の 受 理 )

第 八 条 指 定 金 融 機 関 及 び 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 知 事 又 は 所 属 の 長 か ら 公 金 の 事 務 取 扱 い に 関 し 必 要 な 印 鑑 の 届

出 を 受 け な け れ ば な ら な い 。� 前 項 の 規 定 は 、 使 用 す る 印 鑑 又 は 印 鑑 届 の 記 載 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に 準 用 す る 。

( 出 納 の 整 理 )

第 九 条 指 定 金 融 機 関 及 び 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 公 金 の 出 納 事 務 に つ い て 、 会 計 年 度 ご と に 次 に 掲 げ る 区 分 に よ

り 整 理 し な け れ ば な ら な い 。

一 一 般 会 計
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二 特 別 会 計

三 保 管 会 計

四 一 時 借 入 金

五 支 払 未 済 繰 越 金

第 二 章 収 納
( 収 納 手 続 の 原 則 )

第 十 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 納 入 通 知 書 、 納 税 通 知 書 、 納 付 書 、 納 入 書 、 払 込 書 、 現 金 収 納 票 そ の 他 納 入 に 関 す

る 書 類 ( 以 下 ｢ 納 入 通 知 書 等 ｣ と い う 。) に 基 づ き 公 金 の 収 納 を し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 納 入 通 知 書 等

が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 公 金 の 収 納 を す る こ と が で き な い 。

一 納 入 通 知 書 等 の 各 片 の 住 所 、 氏 名 又 は 金 額 が 一 致 し な い も の

二 納 入 通 知 書 等 の 金 額 の 一 部 納 付 の 申 出 が あ っ た も の

三 納 入 通 知 書 等 の 金 額 が 訂 正 、 塗 抹 又 は 改 ざ ん さ れ た も の

四 そ の 他 収 納 に つ い て 指 定 金 融 機 関 等 に お い て 疑 義 が あ る も の と 認 め た も の

( 収 納 済 み に 係 る 通 知 )

第 十 一 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 収 納 し た 公 金 に 係 る 納 入 通 知 書 等 の 各 片 の う ち 収 納 済 通 知 書 、

領 収 済 通 知 書 、 納 入 済 通 知 書 及 び そ の 他 収 納 の 通 知 に 関 す る 書 類 に つ い て は 、 第 三 十 七 条 第 二 項 に 規 定 す る 公

金 の 処 理 に 合 わ せ て 移 送 し 、 総 括 出 納 取 扱 店 に お い て 取 り ま と め の 上 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 に 送 付 し な け れ

ば な ら な い 。 た だ し 、 マ ル チ ペ イ メ ン ト ネ ッ ト ワ ー ク 及 び コ ン ビ ニ 収 納 を 利 用 し た 収 納 事 務 に 係 る も の に つ い

て は 、 会 計 規 則 第 十 三 条 そ の 他 の 規 定 に 基 づ く 調 定 の 消 込 み に 必 要 な 収 納 済 情 報 の 送 達 を も っ て こ れ に 代 え る 。

( 現 金 に よ る 収 納 )

第 十 二 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 納 入 義 務 者 又 は 会 計 管 理 者 若 し く は 出 納 員 か ら 現 金 に よ る 納 付 又 は 払 込 み を 受 け

た と き は 、 納 入 通 知 書 等 の 各 片 の 所 定 の 位 置 に 領 収 印 を 押 印 し 収 納 す る と と も に 、 領 収 書 を 交 付 し な け れ ば な

ら な い 。

( 証 券 に よ る 収 納 )

第 十 三 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 納 入 義 務 者 又 は 会 計 管 理 者 若 し く は 出 納 員 か ら 令 第 百 五 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る

証 券 ( 以 下 ｢ 証 券 ｣ と い う 。) に よ る 納 付 又 は 払 込 み を 受 け た と き は 、 前 条 の 取 扱 い に 加 え て 、 納 入 通 知 書 等

の 各 片 表 面 余 白 に ｢ 証 券 受 領 ｣ の 表 示 を 行 い 、 証 券 の 種 類 及 び 記 号 番 号 を 別 に 記 録 し な け れ ば な ら な い 。� 前 項 の 場 合 に お い て 、 国 債 又 は 地 方 債 の 利 札 に よ り 収 納 し た と き は 、 利 札 の 金 額 か ら 当 該 利 札 に 対 す る 利 子

を 支 払 す る 際 に 課 税 さ れ る 税 額 に 相 当 す る 金 額 を 控 除 し た 金 額 を も っ て 納 付 又 は 払 込 み の 金 額 と し 、 納 入 通 知

書 等 の 各 片 表 面 余 白 に ｢ 利 札 ｣ の 表 示 を す る と と も に 、 利 札 の 券 面 額 及 び 税 額 を 付 記 し な け れ ば な ら な い 。� 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 証 券 に よ る 収 納 が 納 付 金 額 の 一 部 で あ る と き は 、 ｢ 証 券 受 領 ｣ に 代 え て ｢ 一 部 証 券

受 領 ｣ と 表 示 し 、 現 金 受 領 額 と 証 券 受 領 額 を 区 分 し て 付 記 し な け れ ば な ら な い 。

( 不 渡 証 券 の 取 扱 い )

第 十 四 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 収 納 し た 証 券 に つ い て 支 払 の 拒 絶 が あ っ た と き は 、 即 日 、 小 切

手 法 ( 昭 和 八 年 法 律 第 五 十 七 号 ) 第 三 十 九 条 の 規 定 に よ る 証 明 を 受 け 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 に 対 し 当 該 証 券

を 添 え て 支 払 を 拒 絶 さ れ た 旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 証 券 が 会 計 管 理 者 又 は 出 納

員 に よ り 払 い 込 ま れ た も の で あ る と き は 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 は 、 当 該 証 券 に 係 る 領 収 書 を 通 知 の あ っ た 指

定 金 融 機 関 等 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。� 前 項 前 段 の 場 合 に お い て 、 当 該 証 券 が 納 入 義 務 者 に よ り 納 付 さ れ た も の で あ る と き は 、 指 定 金 融 機 関 等 は 、

納 入 義 務 者 か ら 当 該 証 券 に 係 る 領 収 書 を 返 還 さ せ な け れ ば な ら な い 。

( 納 入 通 知 を 必 要 と し な い 公 金 の 収 納 及 び 不 明 金 の 取 扱 い )

第 十 五 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 令 第 百 五 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 地 方 交 付 税 そ の 他 の 納 入 義 務 者 へ の 通 知 を 必 要

と し な い 公 金 を 受 け 入 れ る 場 合 に お い て 、 あ ら か じ め 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 か ら 納 入 通 知 書 等 の 交 付 を 受 け て

い る と き は 当 該 納 入 通 知 書 等 に よ っ て こ れ を 収 納 し 、 納 入 通 知 書 等 の 交 付 を 受 け て い な い と き は 直 ち に 会 計 管

理 者 又 は 出 納 員 に 通 知 し 、 そ の 取 扱 い の 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。� 前 項 後 段 の 規 定 は 、 不 明 金 に つ い て 準 用 す る 。

( 口 座 振 替 に よ る 収 納 )

第 十 六 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 納 入 義 務 者 か ら 預 金 口 座 振 替 依 頼 書 に よ り 会 計 規 則 第 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ

く 申 出 が あ っ た と き は 、 記 載 事 項 を 確 認 の 上 こ れ を 受 理 し な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 等 は 、 所 属 の 長 か ら 納 入 通 知 書 等 に 添 え て 口 座 振 替 納 入 通 知 書 等 送 付 書 に よ り 会 計 規 則 第 十 八
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条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 申 出 が あ っ た と き は 、 所 属 の 長 に 口 座 振 替 納 入 通 知 書 等 領 収 書 を 送 付 し な け れ ば な ら

な い 。 た だ し 、 契 約 等 に よ り 別 に 定 め の あ る と き は そ れ に よ る 。� 指 定 金 融 機 関 等 は 、 前 項 の 口 座 振 替 納 入 通 知 書 等 送 付 書 に よ り 口 座 振 替 に よ る 収 納 の 手 続 を 行 っ た と き は 、

会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 に 口 座 振 替 納 付 済 通 知 書 を 送 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 契 約 等 に よ り 別 に 定 め の

あ る と き は そ れ に よ る 。

( 返 納 金 の 取 扱 い )

第 十 七 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 返 納 義 務 者 か ら 会 計 規 則 第 二 十 三 条 の 規 定 に 基 づ く 返 納 金 戻 入 通 知 書 に よ り 返 納

金 の 納 付 を 受 け た と き は 、 第 十 条 の 規 定 に 準 じ て 処 理 し な け れ ば な ら な い 。

( 過 年 度 の 収 入 金 の 取 扱 い )

第 十 八 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 出 納 閉 鎖 期 日 後 、 納 入 義 務 者 か ら 過 年 度 発 行 に 係 る 納 入 通 知 書 等 に よ り 納 付 を 受

け た と き は 、 現 年 度 の 歳 計 現 金 又 は 歳 入 歳 出 外 現 金 と し て 収 納 し な け れ ば な ら な い 。

( 収 納 に 係 る 更 正 )

第 十 九 条 指 定 金 融 機 関 及 び 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 か ら 会 計 規 則 第 二 十 四 条 第 五 項 又 は 第

九 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 更 正 通 知 書 に よ り 公 金 に 係 る 収 納 更 正 の 通 知 を 受 け た と き は 、 そ の 手 続 を と る

と と も に 、 更 正 済 通 知 書 を 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。� 前 項 の 規 定 は 、 会 計 規 則 第 九 十 五 条 第 一 項 に 規 定 す る 歳 入 歳 出 外 現 金 の 区 分 の 更 正 に つ い て 準 用 す る 。

( 源 泉 控 除 金 の 取 扱 い )

第 二 十 条 指 定 金 融 機 関 は 、 所 得 税 、 市 町 村 民 税 等 の 源 泉 控 除 金 を 収 納 す る た め 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 か ら 会

計 規 則 第 九 十 二 条 第 六 項 の 規 定 に 基 づ く 依 頼 が あ っ た と き は 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 に 公 金 収 納 済 通 知 書 を 送

付 し な け れ ば な ら な い 。

第 三 章 支 払

( 小 切 手 払 )

第 二 十 一 条 指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 等 か ら 会 計 規 則 第 三 十 四 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 小 切 手 振 出 済 通 知 書

の 送 付 を 受 け た と き は 、 同 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 小 切 手 振 出 票 と 記 載 事 項 を 照 合 の 上 こ れ を 受 理 す る と と も

に 、 小 切 手 振 出 票 に 受 領 印 を 押 印 し 、 会 計 管 理 者 等 に 引 き 渡 さ な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 等 が 振 り 出 し た 会 計 規 則 第 三 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 小 切 手 ( 以 下 ｢ 小 切

手 ｣ と い う 。) の 呈 示 を 受 け た と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 確 認 し 、 債 権 者 に 対 し 小 切 手 と 引 換 え に 現 金 を 支 払

わ な け れ ば な ら な い 。

一 合 式 で あ る こ と 。

二 小 切 手 振 出 済 通 知 書 の 金 額 と 一 致 す る こ と 。

三 振 出 日 付 か ら 一 年 を 経 過 し て い な い こ と 。� 指 定 金 融 機 関 は 、 前 項 の 確 認 の 結 果 そ の 支 払 が で き な い と き は 、 呈 示 し た 者 に 対 し そ の 旨 を 告 げ 、 小 切 手 を

返 還 し な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 は 、 小 切 手 の 受 取 人 又 は 振 出 人 か ら 亡 失 の 届 け 又 は 通 知 が な さ れ て い る 小 切 手 の 呈 示 を 受 け た

と き は 、 当 該 小 切 手 を 振 り 出 し た 会 計 管 理 者 等 に そ の 取 扱 い に つ い て 協 議 し な け れ ば な ら な い 。

( 小 切 手 払 支 払 未 済 金 の 繰 越 し )

第 二 十 二 条 指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 等 の 振 り 出 し た 小 切 手 で 、 振 り 出 し た 会 計 年 度 の 出 納 閉 鎖 期 日 ま で に

支 払 を 終 わ ら な い 金 額 に 相 当 す る 資 金 は 、 翌 年 度 へ 繰 り 越 し 支 払 未 済 繰 越 金 と し て 整 理 す る と と も に 、 会 計 管

理 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

( 小 切 手 払 支 払 未 済 繰 越 金 の 支 払 )

第 二 十 三 条 指 定 金 融 機 関 は 、 前 条 に 規 定 す る 支 払 未 済 繰 越 金 に 係 る 小 切 手 の 呈 示 を 受 け た と き は 、 当 該 支 払 未

済 繰 越 金 か ら 払 い 出 さ な け れ ば な ら な い 。

( 小 切 手 払 支 払 未 済 繰 越 金 の 歳 入 へ の 組 入 れ )

第 二 十 四 条 指 定 金 融 機 関 は 、 小 切 手 の 振 出 日 か ら 一 年 を 経 過 し 、 な お 支 払 が 終 わ ら な い 支 払 未 済 繰 越 金 は 、 毎

月 こ れ を 当 該 小 切 手 の 振 出 日 か ら 一 年 を 経 過 し た 日 の 属 す る 年 度 の 歳 入 に 組 み 入 れ る と と も に 、 会 計 管 理 者 に

報 告 し な け れ ば な ら な い 。

( 公 金 支 払 依 頼 書 の 取 扱 い )

第 二 十 五 条 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 会 計 規 則 第 三 十 八 条 第 二 項 、 第 三 十 九 条 第 一 項 、 第 四 十 一

条 第 二 項 及 び 第 四 十 二 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 会 計 管 理 者 等 が 振 り 出 す 公 金 支 払 依 頼 書 に 基 づ き 公 金 の 支 払 を

し な け れ ば な ら な い 。



平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)� 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 前 項 の 公 金 支 払 依 頼 書 の 送 付 が あ っ た と き は 、 公 金 支 払 依 頼 書 ( 控 )

に 受 領 確 認 を 行 う と と も に 、 公 金 支 払 依 頼 書 領 収 書 を 会 計 管 理 者 等 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。� 前 二 項 の 規 定 は 、 次 条 、 第 二 十 七 条 、 第 三 十 条 、 第 三 十 一 条 及 び 第 三 十 三 条 に 適 用 す る 。

( 現 金 払 )

第 二 十 六 条 指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 等 ( 東 京 事 務 所 及 び 大 阪 事 務 所 の 出 納 員 を 除 く 。) か ら 会 計 規 則 第 三

十 八 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 現 金 支 払 通 知 書 の 送 付 を 受 け た と き は 、 現 金 払 の 手 続 を す る と と も に 、 債 権 者 に

対 し 支 払 票 と 引 換 え に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 隔 地 払 )

第 二 十 七 条 指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 等 か ら 会 計 規 則 第 三 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 金 融 機 関 を 支 払

先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 そ の 手 続 を す る と と も に 、 債 権 者 に 対 し 送 金 通 知 書 と 引 換 え に 現 金 を

支 払 わ な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 か ら 隔 地 払 ( 指 定 金 融 機 関 以 外 ) 送 金 依 頼 書 ( 入 金 票 ) に よ り 会 計 規 則 第 三 十

九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 金 融 機 関 以 外 を 支 払 先 と す る 隔 地 払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 当 該 依 頼 書 に 基 づ

く 指 定 金 融 機 関 振 出 し の 小 切 手 を 会 計 管 理 者 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。

( 隔 地 払 に よ る 支 払 未 済 金 の 歳 入 へ の 組 入 れ )

第 二 十 八 条 指 定 金 融 機 関 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 を 受 け た 資 金 の う ち で 、 交 付 を 受 け た 日 か ら 一 年 を 経 過 し 、

な お 支 払 が 終 わ ら な い 支 払 未 済 金 が あ る と き は 、 当 該 支 払 未 済 金 の 額 に 相 当 す る 額 を 第 二 十 四 条 の 規 定 に 準 じ

て 歳 入 に 組 み 入 れ る と と も に 、 会 計 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

( 未 払 証 明 )

第 二 十 九 条 指 定 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 又 は 送 金 通 知 書 の 亡 失 の 届 出 を 受 け た 場 合 に お い て 、 現 金 支 払

の 有 無 を 調 査 し 未 払 の と き は 、 そ の 支 払 を 停 止 す る と と も に 、 未 払 の 証 明 を し な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 小 切 手 亡 失 に 係 る 除 権 判 決 の 正 本 又 は 謄 本 の 提 示 を 受 け た と き は 、 当 該 債 権 者

に 現 金 を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 は 、 債 権 者 か ら 会 計 規 則 第 四 十 条 第 三 項 に 基 づ く ｢ 再 発 行 ｣ の 表 示 を し た 送 金 通 知 書 の 提 示 を

受 け た と き は 、 第 二 十 七 条 第 一 項 の 規 定 に 準 じ て 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 口 座 振 替 )

第 三 十 条 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 か ら 会 計 規 則 第 四 十 一 条 第 二 項 の 規 定

に 基 づ く 口 座 振 替 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 そ の 手 続 を 行 い 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。� 前 項 の 場 合 に お い て 、 会 計 管 理 者 等 か ら 口 座 緊 急 払 集 合 依 頼 票 に 口 座 振 替 依 頼 書 又 は 払 込 書 を 添 え 緊 急 な 支

払 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 直 ち に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

( 払 込 書 払 )

第 三 十 一 条 前 条 第 一 項 の 場 合 に お い て 、 所 属 の 長 か ら 払 込 書 払 送 金 依 頼 書 及 び 払 込 書 払 送 金 通 知 内 訳 表 に 払 込

書 を 添 え て 口 座 振 替 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 払 込 書 払 送 金 通 知 内 訳 表 に 受 領 印 を 押 印 し 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納

員 に 送 付 し な け れ ば な ら な い 。� 前 項 の 払 込 書 払 送 金 依 頼 書 の 有 効 期 間 は 、 発 行 の 日 か ら 一 年 間 と す る 。

( 払 込 書 払 に よ る 支 払 未 済 金 の 歳 入 へ の 組 入 れ )

第 三 十 二 条 指 定 金 融 機 関 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 を 受 け た 資 金 の う ち で 、 交 付 を 受 け た 日 か ら 一 年 を 経 過 し 、

な お 支 払 が 終 わ ら な い 支 払 未 済 金 が あ る と き は 、 当 該 支 払 未 済 金 の 額 に 相 当 す る 額 を 第 二 十 四 条 の 規 定 に 準 じ

て 歳 入 に 組 み 入 れ る と と も に 、 会 計 管 理 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。

( 公 金 振 替 )

第 三 十 三 条 指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 か ら 会 計 規 則 第 四 十 二 条 第 四 項 又 は 第 九 十 六 条 の 規 定 に 基

づ く 公 金 振 替 の 依 頼 を 受 け た と き は 、 公 金 収 納 済 通 知 書 を 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 に 送 付 し 、 公 金 振 替 の 手 続 を

し な け れ ば な ら な い 。

( 繰 替 払 )

第 三 十 四 条 指 定 金 融 機 関 は 、 納 入 義 務 者 の 納 入 す べ き 額 か ら 当 該 納 入 義 務 者 が 支 払 を 受 け る 額 を 差 し 引 い た 額

の 公 金 を 収 納 す る と き は 、 会 計 規 則 第 五 十 三 条 の 規 定 に 基 づ き 行 わ な け れ ば な ら な い 。

( 支 払 に 係 る 更 正 )

第 三 十 五 条 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 又 は 出 納 員 か ら 会 計 規 則 第 五 十 六 条 第 二 項 又 は

第 九 十 五 条 第 三 項 の 規 定 に 基 づ く 更 正 通 知 書 に よ り 公 金 に 係 る 支 払 更 正 の 通 知 を 受 け た と き は 、 第 十 九 条 の 規

定 に 準 じ て 更 正 し な け れ ば な ら な い 。
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第 四 章 公 金 の 管 理 保 管

( 預 金 の 区 分 )
第 三 十 六 条 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 当 座 預 金 勘 定 を 置 か な け れ ば な ら な い 。� 当 座 預 金 勘 定 は 、 支 払 準 備 金 と し て 現 金 の 受 払 を 整 理 す る 。

( 当 座 預 金 勘 定 へ の 受 入 れ )

第 三 十 七 条 業 務 取 扱 店 に お け る 公 金 の 収 納 に 係 る 管 理 は 、 ｢ 三 重 県 ｣ 名 義 の 当 座 ( 別 段 ) 預 金 口 座 を 設 け て 行

わ な け れ ば な ら な い 。� 業 務 取 扱 店 は 、 収 納 し た 公 金 を 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 処 理 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 マ ル チ ペ イ メ ン

ト ネ ッ ト ワ ー ク 及 び コ ン ビ ニ 収 納 を 利 用 し た 収 納 事 務 に 係 る も の に つ い て は 、 別 に 定 め る 。

一 取 扱 店 ( 農 業 協 同 組 合 等 の 店 舗 を 除 く 。) は 、 当 日 の 収 納 分 を 取 り ま と め 、 代 表 店 に 翌 営 業 日 ま で に 払 い

込 ま な け れ ば な ら な い 。

二 農 業 協 同 組 合 等 の 店 舗 は 、 次 の い ず れ か に よ り 行 う 。

イ 農 業 協 同 組 合 の 支 店 等 で あ る 取 扱 店 は 、 当 日 の 収 納 分 を 取 り ま と め 、 当 該 農 業 協 同 組 合 の 本 店 ( 所 ) で

あ る 取 扱 店 に 翌 営 業 日 ま で に 払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。

ロ 農 業 協 同 組 合 の 本 店 ( 所 ) で あ る 取 扱 店 は 、 当 該 農 業 協 同 組 合 の 支 店 等 で あ る 取 扱 店 か ら 払 込 み を 受 け

た 収 納 分 に 当 日 自 店 で 収 納 し た 収 納 分 を 合 算 し 、 翌 営 業 日 ま で に 代 表 店 に 払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。

三 代 表 店 ( 三 重 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 を 除 く 。) は 、 第 一 号 の 規 定 に よ り 払 込 み を 受 け た 収 納 分 に 当 日

自 店 で 収 納 し た 収 納 分 を 合 算 し 、 指 定 金 融 機 関 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 翌 営 業 日 の 正 午 ま で に 取 り ま と め 店

に 払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。

四 三 重 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 は 、 第 二 号 の 規 定 に よ り 払 込 み を 受 け た 収 納 分 に 当 日 自 店 で 収 納 し た 収 納

分 を 合 算 し 、 指 定 金 融 機 関 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 翌 営 業 日 の 正 午 ま で に 取 り ま と め 店 に 払 い 込 ま な け れ ば

な ら な い 。

五 取 り ま と め 店 は 、 前 二 号 の 規 定 に よ り 払 込 み を 受 け た 収 納 分 を 、 翌 営 業 日 ま で に 総 括 出 納 取 扱 店 に 払 い 込

ま な け れ ば な ら な い 。

六 出 納 取 扱 店 及 び 主 管 出 納 取 扱 店 は 、 当 日 の 収 納 分 を 取 り ま と め 、 翌 営 業 日 ま で に 総 括 出 納 取 扱 店 に 払 い 込

ま な け れ ば な ら な い 。

七 総 括 出 納 取 扱 店 は 、 前 二 号 の 規 定 に よ り 公 金 の 払 込 み を 受 け た と き は 、 即 日 前 条 第 二 項 の 当 座 預 金 勘 定 に

払 い 込 ま な け れ ば な ら な い 。

( 当 座 預 金 勘 定 か ら の 支 払 )

第 三 十 八 条 指 定 金 融 機 関 及 び 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 こ の 規 則 及 び 会 計 規 則 に 基 づ く 支 払 の 手 続 が あ っ た と き は 、

第 三 十 六 条 第 二 項 に 規 定 す る 当 座 預 金 勘 定 か ら 支 払 う も の と す る 。

( 当 座 預 金 勘 定 か ら の 預 替 え )

第 三 十 九 条 会 計 管 理 者 は 、 公 金 に つ い て 当 座 預 金 勘 定 か ら 他 の 預 金 口 座 に 預 替 え を し よ う と す る と き は 、 指 定

金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 に 預 金 預 替 ( 預 入 ・ 戻 入 ) 通 知 書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 一 ) を 、 振 替 先 金 融 機

関 に 預 金 預 替 ( 預 入 ・ 戻 入 ) 通 知 書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 二 ) を 送 付 し な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 前 項 の 通 知 書 の 送 付 を 受 け た と き は 、 振 替 先 金 融 機 関 か ら 預 金 領 収

書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 三 ) の 提 出 を 求 め 預 金 預 替 ( 預 入 ・ 戻 入 ) 通 知 書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 一 ) と 照 合 の 上 、

当 座 預 金 勘 定 か ら 振 替 先 金 融 機 関 へ 預 替 え の 手 続 を し な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 前 項 の 手 続 を し た と き は 、 会 計 管 理 者 に 対 し 預 金 預 替 済 ( 預 入 ・ 戻

入 ) 通 知 書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 四 ) を 送 付 し な け れ ば な ら な い 。

( 当 座 預 金 勘 定 へ の 預 替 え )

第 四 十 条 会 計 管 理 者 は 、 公 金 に つ い て 当 座 預 金 勘 定 に 他 の 預 金 口 座 か ら 預 替 え し よ う と す る と き は 、 指 定 金 融

機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 に 預 金 預 替 ( 預 入 ・ 戻 入 ) 通 知 書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 二 ) を 、 振 替 元 金 融 機 関 に

預 金 預 替 ( 預 入 ・ 戻 入 ) 通 知 書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 一 ) を 送 付 し な け れ ば な ら な い 。� 振 替 元 金 融 機 関 は 、 前 項 の 通 知 書 の 送 付 を 受 け た と き は 、 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 か ら 預 金 領 収

書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 三 ) の 提 出 を 求 め 預 金 預 替 ( 預 入 ・ 戻 入 ) 通 知 書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 一 ) と 照 合 の 上 、

指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 へ 預 替 え の 手 続 を し な け れ ば な ら な い 。� 指 定 金 融 機 関 又 は 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 振 替 元 金 融 機 関 か ら 前 項 の 預 替 え が あ っ た と き は 、 当 座 預 金 勘 定 に

戻 し 入 れ る と と も に 、 会 計 管 理 者 に 対 し 預 金 預 替 済 ( 預 入 ・ 戻 入 ) 通 知 書 ( 第 二 号 様 式 ) ( そ の 四 ) を 送 付 し

な け れ ば な ら な い 。
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( 振 込 依 頼 に よ る 公 金 の 移 動 )

第 四 十 一 条 会 計 管 理 者 は 、 前 二 条 の 規 定 に 係 る も の を 除 く 公 金 の 移 動 に つ い て は 、 振 替 元 金 融 機 関 に 対 し 当 該

金 融 機 関 が 備 え る 振 込 依 頼 書 に ｢ 公 金 振 替 ｣ と 朱 書 き し た も の を 送 付 す る こ と に よ り 行 う 。

( 歳 計 剰 余 金 の 処 分 )

第 四 十 二 条 指 定 金 融 機 関 は 、 会 計 管 理 者 か ら 会 計 規 則 第 六 十 条 の 規 定 に 基 づ く 歳 計 剰 余 金 処 分 通 知 書 の 送 付 を

受 け た と き は 、 当 該 歳 計 剰 余 金 を 翌 年 度 の 歳 入 又 は 基 金 に 編 入 し な け れ ば な ら な い 。

第 五 章 帳 簿 及 び 事 務 報 告

( 指 定 金 融 機 関 等 の 帳 簿 )

第 四 十 三 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 次 に 掲 げ る 帳 簿 を 備 え る と と も に 、 公 金 事 務 の 取 扱 い に 係 る 書 類 ( 以 下 ｢ 帳 票 ｣

と い う 。) を 整 え 、 公 金 の 出 納 を 明 ら か に し て お か な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 定 代 理 金 融 機 関 に あ っ て は

第 三 号 及 び 第 四 号 、 収 納 代 理 金 融 機 関 に あ っ て は 第 二 号 、 第 三 号 及 び 第 四 号 の 帳 簿 は 、 こ の 限 り で な い 。

一 当 座 ( 別 段 ) 預 金 元 帳 ( 第 三 号 様 式 )

二 収 入 支 出 金 内 訳 表 ( 第 四 号 様 式 )

三 歳 入 歳 出 外 現 金 内 訳 表 ( 第 五 号 様 式 )

四 支 払 未 済 繰 越 金 内 訳 表 ( 第 六 号 様 式 )� 前 項 各 号 に 規 定 す る 様 式 に つ い て 、 電 子 計 算 機 に よ り 当 該 様 式 の 記 載 要 件 を 具 備 し た 帳 簿 の 作 成 が 行 わ れ る

と き は 、 当 該 帳 簿 を も っ て 、 当 該 様 式 に 代 え る こ と が で き る 。

( 帳 票 の 編 さ ん )

第 四 十 四 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 帳 票 に つ い て 日 ご と に 取 扱 う も の は 日 の 順 序 に 、 月 ご と に 取 扱 う も の は 月 の 順

序 に 、 取 扱 日 ( 月 ) 順 に 積 上 げ 、 年 度 ご と に 編 さ ん し な け れ ば な ら な い 。

( 帳 簿 及 び 帳 票 の 保 存 )

第 四 十 五 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 前 二 条 に 規 定 す る 帳 簿 及 び 帳 票 に つ い て は 、 次 の 各 号 の 区 分 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ

当 該 各 号 に 定 め る 期 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 当 該 指 定 金 融 機 関 等 に お い て 定 め た 保 存 に 係 る 取 扱

い の 規 定 が 別 に あ り 、 会 計 管 理 者 が 承 認 し た 場 合 は 、 そ れ に よ る こ と が で き る 。

一 帳 簿 処 理 年 度 経 過 後 五 年 間

二 帳 票 処 理 年 度 経 過 後 二 年 間

( 指 定 金 融 機 関 及 び 指 定 代 理 金 融 機 関 の 諸 表 )

第 四 十 六 条 指 定 金 融 機 関 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 諸 表 を 作 成 し て 、 そ の 出 納 を 証 明 し 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で

に 会 計 管 理 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 収 入 支 出 金 報 告 日 表 ( 第 七 号 様 式 ) 翌 営 業 日

二 預 金 受 払 報 告 日 表 ( 第 八 号 様 式 ) 翌 営 業 日

三 収 入 支 出 金 受 払 報 告 月 表 ( 第 九 号 様 式 ) 翌 月 第 五 営 業 日

四 収 入 金 月 計 表 ( 第 十 号 様 式 ) 翌 月 第 五 営 業 日

五 支 出 金 月 計 表 ( 第 十 一 号 様 式 ) 翌 月 第 五 営 業 日

六 歳 入 歳 出 外 現 金 月 計 表 ( 第 十 二 号 様 式 ) 翌 月 第 五 営 業 日

七 収 支 月 計 表 累 積 報 告 表 ( 第 十 三 号 様 式 ) 翌 月 第 十 営 業 日

八 三 重 県 税 収 納 状 況 ( 第 十 四 号 様 式 ) 翌 月 第 十 営 業 日

九 未 払 金 歳 入 組 入 内 訳 報 告 書 ( 第 十 五 号 様 式 ) 翌 月 第 十 営 業 日

十 当 座 貸 越 利 息 計 算 書 ( 第 十 六 号 様 式 ) 翌 月 第 十 営 業 日

十 一 当 座 貸 越 積 数 計 算 表 ( 第 十 七 号 様 式 ) 翌 月 第 十 営 業 日� 指 定 金 融 機 関 は 、 前 項 第 四 号 、 第 五 号 及 び 第 六 号 に 規 定 す る 諸 表 に つ い て は 、 翌 月 第 五 営 業 日 ま で に そ の 所

管 に 係 る 出 納 員 に も 提 出 し な け れ ば な ら な い 。� 指 定 代 理 金 融 機 関 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 諸 表 を 作 成 し て 、 そ の 出 納 を 証 明 し 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で に 会

計 管 理 者 及 び そ の 所 管 に 係 る 出 納 員 並 び に 指 定 金 融 機 関 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

一 収 入 金 月 計 表 ( 第 十 号 様 式 ) 翌 月 第 五 営 業 日

二 支 出 金 月 計 表 ( 第 十 一 号 様 式 ) 翌 月 第 五 営 業 日

( 業 務 取 扱 店 定 期 報 告 )

第 四 十 七 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 毎 年 四 月 一 日 現 在 の 業 務 取 扱 店 の 状 況 を 、 指 定 金 融 機 関 に あ っ て は 知 事 に 、 指

定 代 理 金 融 機 関 及 び 収 納 代 理 金 融 機 関 に あ っ て は 指 定 金 融 機 関 を 経 由 し て 知 事 に 、 同 月 末 日 ま で に 指 定 金 融 機

関 等 業 務 取 扱 店 報 告 書 ( 第 十 八 号 様 式 ) に よ り 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。
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第 六 章 雑 則

( 事 務 取 扱 い の 例 外 )
第 四 十 八 条 指 定 金 融 機 関 等 は 、 公 金 の 事 務 を 取 り 扱 う に 当 た り 、 そ の 一 部 の 事 務 に つ い て こ の 規 則 に よ り 難 い

特 別 な 理 由 又 は 固 有 の 事 情 が あ る と き は 、 会 計 管 理 者 の 承 認 を 得 て 、 別 の 取 扱 い を す る こ と が で き る 。

( 補 則 )

第 四 十 九 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

附 則� こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。� こ の 規 則 の 施 行 の 際 地 方 自 治 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 ( 平 成 十 八 年 法 律 第 五 十 三 号 ) 附 則 第 三 条 第 一 項 の 規

定 に よ り 在 職 す る 出 納 長 の 任 期 中 に 限 り 、 第 七 条 、 第 十 一 条 か ら 第 十 六 条 ま で 、 第 十 九 条 か ら 第 二 十 二 条 ま で 、

第 二 十 四 条 か ら 第 二 十 八 条 ま で 、 第 三 十 条 か ら 第 三 十 三 条 ま で 、 第 三 十 五 条 、 第 三 十 九 条 か ら 第 四 十 二 条 ま で 、

第 四 十 五 条 、 第 四 十 六 条 、 第 四 十 八 条 、 第 一 号 様 式 、 第 二 号 様 式 、 第 七 号 様 式 か ら 第 十 八 号 様 式 ま で の 規 定 中

｢ 会 計 管 理 者 ｣ と あ る の は 、 ｢ 出 納 長 ｣ と 読 み 替 え る も の と す る 。
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����������
三重県生産動態統計調査実施要綱の一部を改正する告示を次のように定めます｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重県生産動態統計調査実施要綱の一部を改正する告示

三重県生産動態統計調査実施要綱 (昭和��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正する｡
第�号の項第�号中 ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に改め､ 同号イ中 ｢ 市 町 村 吏 員 ｣ を ｢ 市 町 職 員 ｣ に､ ｢ ま た は ｣ を

｢ 又 は ｣ に､ ｢ 職 員 ｣ を ｢ 職 員 ｣ に改め､ 同項第�号中 ｢ 前 項 ｣ を ｢ 前 号 ｣ に､ ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に改め､

同項第�号中 ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に､ ｢ も し く は ｣ を ｢ 若 し く は ｣ に改める｡
第�号の項第�号中 ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に改め､ 同項第�号中 ｢ 誤 あ る と き は ｣ を ｢ 誤 り が あ る と き は ｣ に
改める｡

第�号の項第�号中 ｢ ま た は ｣ を ｢ 又 は ｣ に､ ｢ も し く は ｣ を ｢ 若 し く は ｣ に改める｡
附 則

この告示は､ 平成��年�月�日から施行する｡����������
三重県青少年健全育成条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第��条第�項の規定により､ 有害な興行として次の

とおり指定しました｡

平成��年 �月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������
結核予防法 (昭和��年法律第��号) 第��条第�項の規定により､ 次の医療機関を指定しました｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��) � �
、

番号 区 分 興 行 名 配 給 会 社 名 等
指 定
年 月 日

指 定 理 由�� 映画 女医の裏顔 覗かれた秘め事 オ ー ピ ー 映 画 平成��年�月��日 著しく性的感
情を刺激する
ため､ 青少年
に観覧させる
ことがその健
全な育成を阻
害すると認め
られる｡

�� 映画
ゼロウーマンＲ
～警視庁�課の女 欲望の代償～

新 東 宝 映 画�� 映画 続・昭和エロ浪漫 一夜のよろめき オ ー ピ ー 映 画�� 映画 老人と美人ヘルパー 助平な介護 新 日 本 映 像�� 映画 女引越し屋 汗ばむ谷間 オ ー ピ ー 映 画�� 映画
新日本ニュース
〈老人と美人ヘルパー 助平な介護〉

新 日 本 映 像�� 映画 理容店の女房 夜這い寝間 新 日 本 映 像�� 映画 奴隷 新 東 宝 映 画�� 映画 未亡人温泉 女湯でうなぎ昇り オ ー ピ ー 映 画�� 映画 社長秘書 巨乳セクハラ狩り オ ー ピ ー 映 画�� 映画 近所の人妻 熟れた白昼不倫 オ ー ピ ー 映 画�� 映画
新日本ニュース
〈理容店の女房 夜這い寝間〉

新 日 本 映 像

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

医療法人社団 山本医院 伊勢市二見町溝口���－� 平成��年�月��日
きひら内科 消化器科 員弁郡東員町山田西畑���� 平成��年�月�日



����������
結核予防法 (昭和��年法律第��号) 第��条第�項の規定により､ 次の指定医療機関から指定の辞退がありまし
た｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������
三重県生活環境の保全に関する条例 (平成��年三重県条例第�号) 第��条第�項の規定により､ 第��条第�項

の規定により廃物として認定することが困難で､ 所有者等が判明しない放置自動車を次のとおり告示します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 (平成��年法律第��号) 第��条第�項の規定により､ 特定鳥獣の捕

獲等の禁止及び捕獲等の数の制限の一部を次のとおり解除します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 特定鳥獣の捕獲等の禁止の解除� 特定鳥獣の種類

ニホンジカの雌� 解除する区域

県内一円の区域� 特定鳥獣の捕獲等の数の制限の解除� 特定鳥獣の種類

ニホンジカ� 解除する区域�の�に同じ� 解除後の捕獲等の数の�日当たりの上限�人につき�頭 (うち雄の上限は�頭)� 解除する期間

平成��年�月�日から平成��年�月��日まで

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)
チェリー調剤薬局東員店 員弁郡東員町山田西畑����－� 平成��年�月�日
安塚薬局 鈴鹿市安塚町���� 平成��年�月�日
ナカニシ薬局 熊野市井戸町���－� 平成��年�月�日
きのくに薬局 熊野市久生屋町���－�� 平成��年�月�日
株式会社スギ薬局桑名中央店 桑名市矢田磧���番地� 平成��年�月��日

指定医療機関の名称 指定医療機関の所在地 辞退年月日

山本医院 伊勢市二見町溝口���－� 平成��年��月��日
中村内科胃腸科 名張市桔梗が丘�番町�街区�番地 平成��年�月��日
ナカニシ薬局 熊野市井戸町���－� 平成��年�月��日
きのくに薬局 熊野市久生屋町���－�� 平成��年�月��日
警告書をはり
付けた日

放置されている場
所

車名 塗色
自動車登録
番号

告示後の取扱
い

放置自動車の引取
りの方法

平成��年�月�日 伊賀市野村地内
(国道��号) ダイハツハ

イジェット
白

自動車登録
番号標滅失

�月を経過し
た日以後にお
いて処分する｡

環境森林部ごみゼ
ロ推進室に連絡す
ること｡



����������
公有水面埋立法 (大正��年法律第��号) 第��条第�項の規定により､ 次のとおり竣しゅん功認可をしました｡
なお､ 関係書類は､ 三重県農水産商工部水産基盤室及び志摩市役所に備え置いて､ この告示の日から起算して��年間閲覧に供します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 竣
しゅん

功認可年月日及び番号

平成��年�月��日
三重県指令農商第��－���号� 竣
しゅん

功認可を受けた者の名称及び住所並びにその代表者の氏名及び住所

竣
しゅん

功認可を受けた者

志摩市

志摩市阿児町鵜方����番地の�
代表者

志摩市長 竹内 千尋

志摩市阿児町神明��番地� 埋立ての位置及び区域� 位 置

志摩市志摩町越賀字城山 ､ 及び���の�並びに字社田方���に面する浜洲前面の公有水面並び
に字社田方���､ ���の�から���の�まで､ ���の�､ ���の�､ ���の�及び���地先の道路敷に面する浜洲
前面の公有水面埋立地� 区 域

次の各地点を順次に直線で結んだ線及び�の地点と�の地点を結ぶ満潮位 (ＤＬ＋�.���ｍ) における公
有水面と陸地との境界線より囲まれた区域�の地点 志摩市志摩町越賀字城山���－�地先の護岸上に建てられた漁港区域を示す標注 (北緯��度��分��.�秒 東経���度��分��.�秒) から��度��分���.��ｍの地点�の地点 �の地点から���度��分 ��.��ｍの地点�の地点 �の地点から���度��分 ���.��ｍの地点�の地点 �の地点から���度��分 ��.��ｍの地点� 埋立ての免許年月日及び番号

平成��年��月��日 三重県指令漁振第�－�号� 面積�,���.��㎡� 埋立地の用途

護岸敷､ 物揚場敷､ 道路敷､ 野積場用地及び漁具保管修理施設用地����������
大規模小売店舗立地法 (平成��年法律第��号) 第�条第�項の規定に基づき､ 同条第�項の規定により伊勢市
から聴取した意見に配意し､ 及び指針を勘案しつつ､ 当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の

保持の見地から､ 次の大規模小売店舗については意見を有しない旨の通知をしたので公告します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

大規模小売店舗の名称及び所在地

エイデン伊勢店

伊勢市上地町字卯起����－�外�筆����������
大規模小売店舗立地法 (平成��年法律第��号) 第�条第�項の規定に基づき､ 同条第�項の規定により桑名市

から聴取した意見に配意し､ 及び指針を勘案しつつ､ 当該届出に係る大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の

保持の見地から､ 次の大規模小売店舗については意見を有しない旨の通知をしたので公告します｡

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)

( )������ ������)(



平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

大規模小売店舗の名称及び所在地

ジャズドリーム長島

桑名市長島町浦安���番地外����������
海岸保全区域指定 (昭和��年三重県告示第���号の�) の一部を次のように改正します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦��の表��－�項中
｢

｣

｢

｣����������
三重県が管理する港湾施設の概要 (平成��年三重県告示第���号) の一部を次のように改正します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

尾鷲港�外郭施設の表防波堤の項中
｢

｣ を

｢
｣ に改める｡����������

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 都市計画事業の事業計画の変更を認可しま
したので､ 同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定に基づき､ 次のとおり告示します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 施行者の名称

津市� 都市計画事業の種類及び名称

津都市計画下水道事業

流域関連津市公共下水道 (雲出川左岸処理区)

中勢沿岸流域下水道 (雲出川左岸処理区) 関連久居市公共下水道

流域関連香良洲町公共下水道� 事業施行期間

昭和��年�月��日から平成��年�月��日まで� 事業地� 収用の部分

変更なし

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (��)
基標 (下御糸漁港下御糸地区域界) から基標 (下御糸漁港新下御糸地区域界) に至る間の干潮時水際線か
ら海に向かって��メートル離れた線と海岸保全施設裏法先線から陸地に向かって��メートル離れた線とに
よって囲まれた区域

を

基標 (下御糸漁港区域界) から基標 (下御糸漁港新下御糸地区域界) に至る間の干潮時水際線から海に向
かって��メートル離れた線と海岸保全施設裏法先線から陸地に向かって��メートル離れた補助点� (北緯��度��分��秒�東経���度��分��秒�) から補助点� (北緯��度��分��秒�東経���度��分��秒�) までの
区間については､ 海岸保全施設裏法先線から��メートル離れた線で結んだ線と､ 補助点�､ 補助点� (北
緯��度��分��秒�東経���度��分��秒�)､ 補助点� (北緯��度��分��秒�東経���度��分��秒�)､ 補助点� (北緯��度��分��秒�東経���度��分��秒�) を順次直線で結んだ線と､ 補助点�から補助点��(北緯��度��分��秒�東経���度��分��秒�) までの区間については､ 海岸保全施設裏法先線から��メートル離
れた線で結んだ線とによって囲まれた区域

に改める｡

中川防波堤 �� B－�－��
中川防波堤 �� B－�－��



� 使用の部分

昭和��年三重県告示第���号､ 昭和��年三重県告示第���号､ 昭和��年三重県告示第���号､ 昭和��年三重
県告示第���号､ 昭和��年三重県告示第���号､ 昭和��年三重県告示第���号､ 昭和��年三重県告示第���号､
昭和��年三重県告示第���号､ 昭和��年三重県告示第���号､ 平成�年三重県告示第���号､ 平成�年三重県告
示第���号､ 平成�年三重県告示第���号､ 平成�年三重県告示第���号､ 平成�年三重県告示第��号､ 平成�年三重県告示第���号､ 平成�年三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示
第���号､ 平成��年三重県告示���号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示第��号､ 平成��年
三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示第�号､ 平成��年三重県告示第���
号､ 平成��年三重県告示第����号､ 平成��年三重県告示第��号及び平成��年三重県告示第���号の事業地の
うち久居新町及び久居新町字丸田地内において事業地を変更する｡����������
都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 都市計画事業の事業計画の変更を認可しま

したので､ 同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定に基づき､ 次のとおり告示します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 施行者の名称

津市� 都市計画事業の種類及び名称

津都市計画下水道事業

流域関連津市公共下水道 (志登茂川処理区)

流域関連河芸町公共下水道� 事業施行期間

平成��年�月��日から平成��年�月��日まで� 事業地� 収用の部分

変更なし� 使用の部分

平成��年三重県告示第��号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平成��年三重県
告示第���号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平
成��年三重県告示第���号及び平成��年三重県告示第���号の事業地に白塚町字石神を加え､ 白塚町字九門久､
字鎌田及び字北出山地内において事業地を変更する｡����������
都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 都市計画事業の事業計画の変更を認可しま

したので､ 同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定に基づき､ 次のとおり告示します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 施行者の名称

伊勢市� 都市計画事業の種類及び名称

伊勢都市計画下水道事業

小俣町公共下水道 (小俣処理区)� 事業施行期間

平成�年�月��日から平成��年�月��日まで� 事業地� 収用の部分

変更なし� 使用の部分

平成�年三重県告示第���号､ 平成�年三重県告示第���号､ 平成��年三重県告示第���号､ 平成��年三重

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



証紙の販売所の名称
所 在 地

変更年月日
旧 新

株式会社百五銀行桑名支店 桑名市寿町�丁目��－�� 桑名市中央町�丁目�� 平成��年�月��日

県告示第���号､ 平成��年三重県告示第��号､ 平成��年三重県告示第��号及び平成��年三重県告示第���号の
事業地に小俣町相合から小俣町湯田までの区間内を加える｡����������
都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 都市計画事業の事業計画の変更を認可しま

したので､ 同条第�項において準用する同法第��条第�項の規定に基づき､ 次のとおり告示します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 施行者の名称

伊勢市� 都市計画事業の種類及び名称

伊勢都市計画下水道事業

小俣町公共下水道 (宮川処理区)� 事業施行期間

平成��年�月��日から平成��年�月��日まで� 事業地� 収用の部分

変更なし� 使用の部分

平成��年三重県告示第���号の事業地に小俣町相合､ 小俣町元町を加える｡����������
三重県証紙条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第�条第�項の規定により指定した証紙の販売人の名称を次の
とおり変更する旨の届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

����������
三重県証紙条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第�条第�項の規定により指定した販売所の所在地を次のとお
り変更する旨の届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������

三重県証紙条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第�条第�項の規定により指定した販売所の所在地を次のとお
り変更した旨の届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦
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証紙の販売人の名称
販売人の名称

変更年月日
旧 新

株式会社尾鷲自動車学
校

名
称

株式会社尾鷲自動車学校 株式会社いーすとカンパニー 平成��年�月�日
証紙の販売所の名称

所 在 地
変更年月日

旧 新

多気郡農業協同組合佐奈支店 多気郡多気町仁田���－� 多気郡多気町四神田���－� 平成��年�月�日



����������
三重県証紙条例 (昭和��年三重県条例第��号) 第�条第�項の規定により指定した次の証紙の販売人から､ 次

の証紙の販売所を廃止した旨の届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦����������

三重県指定代理金融機関及び事務の範囲の指定 (平成�年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､
平成��年�月�日から施行します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦�を次のように改める｡� 事務の範囲

指定金融機関の取り扱う収納の事務及び三重県農業改良資金貸付規則 (平成��年三重県規則第��号の�) に
規定する農業改良資金に係る支払の事務とする｡����������
三重県収納代理金融機関 (平成�年三重県告示第���号) の一部を次のように改正し､ 平成��年�月�日から

施行します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

表第�号の項中 ｢㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 三重県内所在の店舗 ただし､ マルチペイメントネットワーク

の収納サービスを利用した収納事務については､ この限りでない｡｣ を ｢㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 国内所在の

店舗｣ に､ ｢㈱みずほ銀行 〃 〃 ｣ を ｢㈱みずほ銀行 〃 ｣ に､ ｢㈱りそな銀行 〃

〃 ｣ を ｢㈱りそな銀行 〃 ｣ に､ ｢㈱中京銀行 〃 〃 ｣ を ｢㈱中京銀行

三重県内所在の店舗 ただし､ マルチペイメントネットワークの収納サービスを利用した収納事務について

は､ この限りでない｡｣ に改め､ 表第�号の項を次のように改める｡� 事務の範囲

指定金融機関の取り扱う収納事務｡ ただし､ 日本郵政公社については､ マルチペイメントネットワークの収

納サービスを利用した収納事務に限る｡���������
地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条第�項の規定に基づき､ 平成��年�月�日から平成��年�月��日

までに実施しました監査について､ 平成��年�月��日に県議会議長､ 知事及び関係各種委員会の長に提出した監
査結果を同条第�項の規定により､ 次のとおり公表します｡
平成��年�月��日

三重県監査委員 鈴 木 周 作

三重県監査委員 福 山 瞳

三重県監査委員 岡 部 栄 樹

三重県監査委員 秋 月 功
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証紙の販売人の名称

廃 止 し た 証 紙 の 販 売 所
廃止年月日

名称 所在地

桑名農業協同組合 桑名農業協同組合日進支店 桑名市相川町�� 平成��年�月��日

� � � � � �











































定により､ 次のとおり公告します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 認証年月日

平成��年�月��日� 認証に係る特定非営利活動法人の名称等� 名称

特定非営利活動法人クロスポイント� 代表者の氏名

宇野 誠� 主たる事務所の所在地

四日市市北浜田町��番��－���号� 定款に記載された目的

この法人は､ 地域住民が何を望んでいるのかをリサーチし､ 相対するものの掛け橋､ 情報の集積基地､ 発

信基地になろうとの理念から､ インターネット・メディア等を積極的に活用し､ まちの発展のため活動し､

社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする｡

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項に規定する特定非営利活動法人の定款の変更の認
証を行いましたので､ 三重県特定非営利活動促進法等施行規則 (平成��年三重県規則第��号) 第�条第�項の規
定により､ 次のとおり公告します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 認証年月日

平成��年�月��日� 認証に係る特定非営利活動法人の名称等� 名称

特定非営利活動法人よりあい� 代表者の氏名

高倉 廣喜� 主たる事務所の所在地

熊野市五郷町寺谷����番地の�� 定款に記載された目的

この法人は､ 生活しづらくなっている熊野市五郷町､ 飛鳥町を中心とした僻地で､ 障害者､ 高齢者の介護

や子どもの生活の支援を目的として､ 宅老所､ 託児所､ グループホーム､ グループハウスや移送サービスに

関する事業を行い､ もって地域福祉の増進､ まちづくりの推進､ 人権擁護､ 男女共同参画社会の形成の促進､

子どもの健全育成に寄与することを目的とする｡

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 (平成��年法律第��号) 第�条第�項の規定により､ 第��次鳥獣保
護事業計画を次のとおり樹立しましたので､ 同条第�項の規定により公表します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

｢次｣ は省略し､ 三重県環境森林部自然環境室及び各農林 (水産) 商工環境事務所に備え置いて縦覧に供しま

す｡

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律 (平成��年法律第��号) 第�条第�項の規定により､ 特定鳥獣保護
管理計画 (ニホンジカ) を次のとおり定めましたので､ 同条第�項において準用する同法第�条第�項の規定に
より公表します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

｢次｣ は省略し､ 三重県環境森林部自然環境室及び各農林 (水産) 商工環境事務所に備え置いて縦覧に供しま
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す｡

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第��項の規定により､ 次の土地改良区から役員の就任の届出があ
りました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

川島土地改良区 (四日市市川島町����番地)
就任監事

四日市市川島町����番地の� 山 中 敏

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第��項の規定により､ 次の土地改良区から役員の退任の届出があ
りました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

三重用水土地改良区 (四日市市平尾町大字大池����番地の�)
退任理事

いなべ市員弁町上笠田����番地 太 田 嘉 明

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第��項の規定により､ 次の土地改良区から役員の退任の届出があ
りました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

井和小土地改良区 (亀山市井尻町����番地)
退任監事

亀山市川合町����番地 田 辺 優

鈴鹿市国府町��番地�� 安 藤 則 男

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第��項の規定により､ 次の土地改良区から役員の退任及び就任の
届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

木下土地改良区 (亀山市木下町���番地の�)
退任理事

亀山市木下町���番地 河 村 平 一

退任監事

亀山市木下町���番地 川 村 政 敬

就任監事

亀山市山下町���番地の� 大 平 直 秀

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第��項の規定により､ 次の土
地改良区から清算人の退任の届出がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

井和小土地改良区 (亀山市井尻町����番地)
退任清算人

亀山市和田町���番地 渡 辺 尚 典

〃 〃 ���番地 渡 辺 昭 和

〃 〃 ���番地の� 渡 辺 真 弓

〃 井尻町����番地 桜 井 清 美

〃 〃 ����番地 桜 井 勉

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)



亀山市井尻町���番地 桜 井 博 昭

〃 小下町���番地 小 林 重 秀

測量法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 次の基本測量が平成��年�月��日に終了した旨､
国土地理院の長から通知がありました｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 作業種類

基本測量 (精密水準測量及び地盤沈下調査のための水準測量)� 作業地域

四日市市､ 桑名市及び三重郡朝日町

三重県環境影響評価条例 (平成��年三重県条例第��号) 第�条の規定により､ 環境影響評価方法書を作成しま
したので､ 同条例第�条第�項の規定により､ 次のとおり公告し､ 環境影響評価方法書を縦覧に供します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 事業者の名称､ 代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

三重県

三重県知事 野呂 昭彦

三重県津市広明町��番地� 対象事業の名称､ 種類及び規模� 名称 一般国道���号 (下太郎生拡幅) 道路整備事業� 種類 道路の新設事業� 規模 延長約�ｋｍ �車線� 対象事業実施区域

津市美杉町太郎生地内� 方法書関係地域の範囲

津市美杉町太郎生､ 名張市上長瀬� 方法書の縦覧の場所､ 期間及び時間� 場所 三重県津建設事務所企画保全室企画調整課､ 三重県伊賀建設事務所企画保全室企画調整課及び津市

太郎生出張所� 期間 平成��年�月��日から同年�月��日まで (土曜日､ 日曜日及び祝日を除きます｡)� 時間 午前�時��分から午後�時まで� 方法書についての意見書の提出

当該環境影響評価方法書については､ 環境の保全の見地からの意見を､ 縦覧期間内に書面により提出するこ

とができます｡� 意見書の提出に関する事項� 提出方法

意見は､ 各縦覧場所に備え付けの ｢環境影響評価方法書に関する意見書｣ の用紙に記入し､ 同備え付けの

｢意見箱｣ に投函していただくか､ 郵送又はファクシミリにより送付してください｡� 提出先

〒���－����
三重県津市桜橋�丁目���－��
三重県津建設事務所企画保全室企画調整課

ファクシミリ ���－���－����� 提出期限 平成��年�月��日まで (郵送の場合は当日消印有効)� その他意見書に必要な事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所 (法人その他の団体にあってはその名称､ 代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地) を記載してください｡

イ 意見書の提出の対象である方法書の名称を記載してください｡
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ウ 意見は､ 日本語により､ 意見の理由を含めて記載してください｡� この件に関する問い合わせ先

津建設事務所企画保全室企画調整課

電話 ���－���－����
都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計

画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

桑名都市計画生産緑地地区� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

桑名都市計画地区計画

小山・多度地区� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

桑名都市計画ごみ処理場

第�号 桑名広域資源循環型ごみ処理場� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

桑名都市計画火葬場

第�号 平和霊場� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
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都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

桑名都市計画公園�・�・��号 鎌ヶ地児童公園� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

都市計画法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 都市計
画の図書の写しの送付を受けたので､ 同法第��条第�項において準用する同法第��条第�項の規定により､ 当該
都市計画の図書の写しを公衆の縦覧に供します｡

平成��年�月��日
三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 都市計画の種類及び名称

桑名都市計画下水道

流域関連桑名市多度町公共下水道

桑名市長島町公共下水道� 縦覧場所

三重県県土整備部都市政策室

次のとおり落札者を決定しましたので､ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 (平成�年三重県
規則第��号) 第��条の規定により公告します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 特定役務の名称及び数量 複写機賃貸借契約 �台� 担 当 部 局 三重県津市広明町��番地
健康福祉部健康福祉企画室審査グループ� 落 札 者 決 定 日 平成��年�月��日� 落 札 者 三重県津市栗真小川町���－�
コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

三重営業所 所長 向 孝史� 落 札 金 額 ��,���,���円 (うち消費税及び地方消費税 �,���,���円)� 決 定 手 続 一般競争入札� 入 札 公 告 日 平成��年�月��日
次のとおり落札者を決定しましたので､ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 (平成�年三重県
規則第��号) 第��条の規定により公告します｡
平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦� 特定役務の名称 三重県ホームページサーバ及びインターネットシステム等運用管理支援業務� 担 当 部 局 三重県津市広明町��番地
三重県出納局出納総務室� 落札者決定日 平成��年�月��日� 落 札 者 三重県津市羽所町���番地
株式会社エクサソリューションズ 代表取締役 田中 良治� 落 札 金 額 ��,���,���円
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� � � � � �



(うち消費税及び地方消費税�,���,���円)� 決 定 手 続 一般競争入札� 入 札 公 告 日 平成��年�月��日� �
平成��年�月��日付け三重県公報第����号に登載しました､ 保安林の指定をする予定である旨の通知の告示中
ページ 行 誤 正� �� ����の� ����の� (次の図に示す部分に限る｡)
平成��年�月�日付け三重県公報第����号に登載しました､ 保安林の指定をする予定である旨の通知の告示中
ページ 行 誤 正�� �� 小ヒツ略 小ヒツ峪

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(��)

毎 週 火､ 金 曜 日 発 行
購読料 (送料並びに消費税及び地方税含む｡)�箇 月 �,���円�箇 年 ��,���円
三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡
http://www.pref.mie.jp/

平成��年�月��日発行
津市広明町��番地� � �
印刷・販売 株 式 会 社 伊 勢 出 版

〒�������津市藤方亀の越���
TEL����������(代) FAX����������


